
自転車用ヘルメットを 

着用しましょう！ 
 

平成 27年の大阪府の自転車事故の死者数は 50人に達し、平成 26年に比べて 16人の大幅増

となり、特に死者数の約５割が高齢者で、その死因の約８割が頭部損傷によるものです。 

自転車が加害者となる交通事故によって、死者や重篤な後遺障害が生じ、高額な賠償請求事例も

発生しています。 

このようなことから平成２８年７月１日付けで大阪府自転車条例が施行され、自転車事故等に対

応できる損害賠償責任保険への加入や６５歳以上の高齢者には自動車用ヘルメットの着用が義務

付けられました。 

なお、『高齢者用自転車ヘルメット（エルダーヘルメット）』のお問い合わせや購入にあたっては、 

最寄りの「交通安全協会」までお問い合わせください。 
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